
81

自社の「ブランド」「知名度」守るために、

先手を打って、商標権を取得しろ！

「阪神優勝」の商標権問題は他人事ではない
あなたの「屋号」も他人に商標登録されてる！？

あらすじ
クライアントの依頼に応じて何でも調査す

る、ちょっとした調査会社の所長……という

のは仮の姿。ワガハイこと「カセイ・ドル」

の正体が、はるか宇宙のかなた、地球より文

明の進んだ惑星「テクーノ」からやってきた

秘密調査員ということを知る者はいない。地

球の社会や技術に関するあらゆる情報をレポ

ートする任務を受け、今日も新米調査員の

「ヒマナ・シィ」

君とともに調査

へ出動だ！

文・撮影＝中村南（Minami Nakamura） イラスト＝ヨシザワユリエ

自社の商品・サービスと他の商品を区別するために、付けられる名称やロゴ。それが「商標」だ。商標は、特許庁に
出願することで独占的な使用が認められる、立派な権利でもある。ところが最近になって、商標に関するトラブルに
巻き込まれるS O H Oが増えてきている。トラブルを未然に回避し、自社の提供するブランドを守るために、いったい
どうすれば良いのだろうか？ また、SOHOでも商標の取得は可能なのだろうか？

ネット通販の生命線、
「知名度」がガタオチ？

今年、阪神タイガースが見事1 8年ぶりの優

勝を飾ったが、その影で奇妙なニュースが話

題となったのを覚えているだろうか。優勝が

確定した7月に、球団と無関係の千葉件在住

の男性が「阪神優勝」の商標を取得している

のが発覚した、あの事件だ。

結果として、阪神球団がグッズに「阪神優

勝」のロゴを使うことができなくなり、現在

（9月末）に至っても解決の糸口が見えていな

いのはご存知のとおり。この事件はS O HOに

とっても、決して対岸の火事ではない。事

実、商標トラブルに巻き込まれるS O HOは決

して少なくないのだ。

一例を挙げてみよう。自家焙煎のコーヒー

豆などを販売するネットショップ、b e a n s 5 10

（h t t p : / / w w w . b e a n s 5 1 0 . c o m/）ではサイト

名称として「珈琲王国」という言葉を利用し

ていたが、商標を取得していた大手コーヒー

会社のU CCから警告を受け取り、話し合い

の結果、ホームページ名称を「珈琲の王国」

に変更することを余儀なくされた。幸い売上

げへの影響はなく、名称変更に関する顧客か

らの問い合わせもなかったとのことだが、こ

れはあくまで幸運なケースといえるだろう。

サイト名称を変更すれば、検索キーワード

が変わってしまうし、当然ながら「G o o g le」

などでの検索順位が変動する可能性もある。

つまり、売上げが激減することも考えられる

ワケだ。なにしろ、「知らなかった」では済

まされないのが商標の世界。サイトの名称変

更を求められる程度ならばまだしも、商標侵

害に対する損害賠償などを請求されたら大変

なことになってしまう。そのため、最近では

屋号やサイトの名称を商標として登録する

SOHOも増えつつある。

「同業他社が、同じ屋号で商売を始める危険

性もありますし、やはり、ビジネスの基本は

屋号を覚えて頂くこと。だったら、覚えて頂

いた屋号の権利を守りたいというのが、商標

を取得した主旨です」と語るのは、オーダー

メイドのダンボール専門店「オーダーボック

ス・ドットコム」（h t t p : / / w w w . o r d e r - b o x .

com/）の四方氏。

実店舗を持たないネットショップにとっ

て、商標を他人に取られることは、看板を持

っていかれることに等しいはずだ。

それでは、いったいどうすれば商標を登録

できるのだろうか？　また、そもそも商標と

はどのような権利なのだろうか？

もはやS O H Oも無縁ではない！
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商標トラブル
に注意！

S O H Oでも
商標の取得が

必要？

商標って
ナニ？
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「商標」？「特許」？何が違うの？ビジネスに
関係する権利を知ろう！

徹底
チェック

S O HOが商標を取得するメリットとは?
類似した同業他社名を
排除できる

日本弁理士会の古関氏によると、「商標と

は自分の商品をほかの商品と区別するため

のもの」とのこと。

これには文字や図形だけでなく、イメー

ジキャラクターなどのイラストや立体物も

商標登録の対象に含まれる。意外な気もす

るが、ケンタッキーのカーネル・サンダー

ス人形や不二家のペコちゃん人形も、「立体

物」のジャンルで登録された商標だ。

ちなみに、商標と意匠登録は混同される

ことが多いが、後者はあくまで商品の機能

美・装飾美といったデザインを保護するた

めの制度であり、商標とは根本的に異なる。

あくまで大ざっぱな分け方だが、似たよう

な商品名やロゴマークを規制するのが「商

標」、似たような外観のコピー商品を規制す

るのが「意匠登録」と覚えておけばわかり

やすいだろう。

また商標は、特許庁に出願することで権

利が発生し、かつ先に出願人が独占的に利

用できるルールとなっている。ここで重要

なのが、会社名やショップ名の「商号（屋

号）と「商標」を分けて考える必要がある

……ということ。

法人の設立登記をした経験のある人なら

わかると思うが、同一地域の同一業種でな

い限り、同じ商号のショップが存在しても

法的な問題はない。つまり、「朝日」の名前

を持つ新聞社や銀行があってもいいワケだ。

ところが商標の場合、誰かが取得した商標

を無断で使用することはできない。

そのため、たとえ法務局に商号を登録で

きたからといって、そのまま商標としても

使えるとは限らないのだ。

「特にネットショップの場合、ホームペー

ジの作成には注意が必要でしょう。ホーム

ページタイトルは法的に商標と見なされま

すから、たとえショップの商号であっても、

他人が商標として取得しているフレーズを

タイトルに使うことができません」

商標にはそれだけ強力な権利があるとい

うことだが、先手を打たれて、自社の商号

を他社に商標登録されてしまうと、ビジネ

スの障害にもなりかねないのだ。

「商標には『先使用権』というものがあり

ますから、他者に商標登録をされても、そ

のまま商標の使用を認められるケースはあ

ります。商標を登録した人より先に商標を

使用していた場合がこれにあたりますが、

明確な基準がないため、裁判で決着をつけ

ることが多いようです。やはり、トラブル

を避ける意味でも商標登録しておくことが

原則といえるでしょう」

いまやどの企業でも、将来的に使いそう

な商標を登録して「押えておく」ことが常

識になりつつある。少し気の利いたフレー

ズは、すべて商標登録されているといって

も過言ではない。商標権は「先願主義」、つ

まり早いもの勝ちで、先に出願した人に登

録が認められるようになっているためだ。

商標は、「知的所有権」と呼ばれる創作や営
業上の信用に関する権利の一部。それぞれの
権利にどのような違いがあり、何を保護する
のか、ここであらためて確認しておこう。

商　標
商品やサービスの名称やキャッチコピー、ロゴデザインやイメージ
キャラクターなどを保護する権利。登録によって権利が発生する。

ホームページのサイト名、屋号、商品名など 1 0年（更新可）

意匠登録
商品の形状や色彩、模様といったデザインを保護する制度。登録に
よって権利が発生する。

バッグ、洋服、インテリアなどの
新しいデザイン採用した工業製品

1 5年

実用新案

商品の形状や機能に関する新規な考案を保護する制度。登録によっ
て権利が発生するが、特別な審査などは行われない。また特許と違
い、商品を製作する製法などの「方法」を実用新案として登録する
ことはできない。

目新しい技術を利用した工業製品 3年

特　許
自然法則を利用した技術的創作のうち高度のものをいう。実用新案
と異なり、「製品」と「方法」の両方を特許として登録できる。登
録によって権利が発生する。

目新しい技術を利用した工業製品、
製法、ビジネモデルなど

20年

●特許庁が管轄する権利

●文化庁が管轄する権利

著作権
著作物を独占的に利用・複製できる権利。著作物が作成された時点
で、自動的に権利が発生するため、登録などの必要はない。

文学、音楽、美術、映像、プログラムなど 50年

権利名 概　　　要 保護対象例 保護期間

権利名 概　　　要 保護対象例 保護期間
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ネットショップの場合、多少の手間やコ

ストをかけても登録によって守るべきだ。

「たとえ商標登録を行なわない場合でも、

新しいブランド名や商品名をつける場合に

は、類似の商標が登録されていないかどう

か調査しておく必要があるでしょう。これ

には、意図しない商標侵害を、未然に防ぐ

という意味があります」

古関氏によると、ロゴやイラストなどの

商標調査（同じような商標がすでに登録さ

れていないかどうかチェックすること）は

弁理士でなければ難しい作業だが、文字だ

けの商標ならば特許庁のデータベースで簡

単に検索できる（p85参照）という。

とはいえ、同じ商標が登録されていない

から安心……というワケでもない。

弁理士会の
無料相談サービスを利用

商標の一字一句が同じでなくても、以下

のように似通った点があれば「類似の商標」

と見なされ商標の侵害と判定される場合が

あるためだ。

●商標の音が似ている

（「タイガー」と「タイガ」など）

●商標の外観が似ている

（「SO-HO」と「DO-HO」など）

●商標のイメージが似ている

（「タイガー印」と「虎印」など）

特許庁のデータベースには、すでに出願

された商標を検索するだけの機能しかない

ため、素人では判断が難しいケースもある

のだという。

「商標登録の手続きを行った際、すでに類

似の商標が登録されていた場合は、そのま

ま登録拒絶となってしまいます。申請書類

に貼る印紙代を無駄にしないためにも、弁

理士に相談することをオススメします」

ちなみに、商標の出願から登録までは半

年から1年近くかかる場合があるため、出

願と同時に見切り発車で商標を使い始める

場合がほとんどなのだという。それだけに、

事前の商標調査や類似商標の判断がポイン

トとなるワケだ。

とにかくお金をかけたくないならば、全

国の弁理士会で提供される、弁理士による

無料相談サービスを利用するとよいだろう。

実際の出願手続きや商標調査までは行って

くれないが、類似商標の判断を含め、商標

登録に関するさまざまなアドバイスを受け

ることができる。

「登録手続きに関しては、それほど難しい

と思いませんでした。特許庁は電子化の進

んだ役所なので、ホームページを見れば、

申請方法も詳しく解説されています」

と指摘するのは、冒頭でも紹介した

S O H Oオーナーの四方氏だ。四方氏による

と、特許庁のホームページで競合他社が登

録した商標を調べて、同じ形式で出願する

のがミソなのだという。つまり、弁理士が

作成したものを参考にするのだ。

通常、弁理士に商標登録を依頼すると2 0

万円近くかかるが（P 8 5参照）、すべてを自

分で行うと、1 0年分の登録料も含めて1 0万

円程度で収めることができる。年間1万円

と考えれば、S O H Oにとっても充分に支払

えるコストだろう。商標調査など面倒な部

分のみを、弁理士に依頼することも可能だ。

「トラブルになって
からでは手遅れな
ので、早めに商標
を取得しておくの
がポイント」と語
る、日本弁理士会
商標委員会委員長
の古関宏氏

サイト作成のとき、どんな点に気を
つければいい？

徹底解
剖

実際にネットショップを出店する場合、商標権などの知的所有権に関
するトラブルに巻き込まれないためには、何に注意すればよいのだ
ろうか。「オーダーボックスドットコム」を例に見てみよう。

ショップ名やキャッチフレーズが、
他の商標を侵害していないだろう
か？ たとえまったく同一でなくて
も、類似のフレーズであれば商標侵
害とみなされるケースがある。

キャッチフレーズ

現在のところ、ドメイン名がそのまま商標として
も認められるケースは少ない。ただし、取得した
ドメインが他社の商標として登録されていないか
どうか、確認しておく必要はあるだろう。

ドメイン名

サイトのイメージ
キャラクターやロ
ゴマークが、他の
商標を侵害してい
な い だ ろ う か ？
ロゴの場合、キャ
ッチフレーズなど
と違って事前の調
査が難しいため注
意が必要だ。

サイトのロゴマーク

屋号をサイトの目立つ位置に掲載すると、「商標と
して利用した」とみなされることがある。同一の
屋号のショップが存在する場合、すでに屋号が商
標登録されているかもしれない。

屋号

商品を販売する目的で、他社の商品
の写真やロゴ写真を掲載するのは問
題なし。ただし著作権上の問題があ
るケース（絵画などの美術的な価値
がある商品の写真を掲載する場合）
もあるため注意。

商品写真

商標そのものの侵害がなくても、サ
イト全体のデザインが他社のサイト
に酷似している場合（意図していな
い場合も含む）、不正競争防止法に
問われる可能性がある。

サイト全体のデザイン

オーダーボックスドットコム
（http://www.order-box.com/）

P O I NT 5

P O I NT 6

P O I NT 4

P O I NT 2

P O I NT 3

P O I NT1
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商標登録ってどんな手続きがいるの？徹底
攻略

商標登録を自分で行った場合でも、弁理士に依頼した場合でも基本的な流れはまったく同じ。

手続きの流れ
審査パスしなかった場合

商標登録出願

書類そのものは、少し勉強すれば初心者
でも問題なく作成できるレベル

書類受理から登録まで2～3ヶ月

「牛乳. C O M」など、
普通名称での登録は弁理士に

もっとも、弁理士に手続きを依頼すること

で価格以上のメリットを期待できる……とい

う意見もある。

「『阪神優勝』の例を見るまでもなく、商標

登録には特許庁の審査官の胸ひとつで決まっ

てしまうようなグレーゾーンがあります。つ

まり、同じ商標を出願しても、審査官によっ

て認められるケースと認められないケースが

あるということです。弁理士に依頼すれば、

グレーゾーンの商標でも登録できるチャンス

が高くなります」

と主張するのは、S O H Oや中小企業などの

商標登録に関する事例を数多くこなしてき

た、秀友特許商標事務所の田中秀晴氏（弁理

士）だ。

あらためて説明の必要はないと思うが、商

標として認められるフレーズには一定の基

準がある。原則として、商品の普通名称や

地名、それらを組み合わせたものが商標登

録されることはないのだ。たとえば、飲料

の商標として「牛乳」を登録することはでき

ないし、衣料品の商標として「スカート」を

登録することもできない。このような普通

名称での商標登録を一企業に認めてしまう

と、同業他社の営業に深刻な影響を与えて

しまうからだ。

田中氏によると、普通名称に「. c o m」（ド

ットコム）という単語を組み合わせた商標、

つまり「牛乳. c o m」「スカート. c o m」などの

ドメイン名が、いわゆるグレーゾーン商標に

あたるのだという。

ここで、p 8 4の商標登録の流れを示したチ

ャートを確認してほしい。登録審査に通った

場合は問題ないが、審査に落ちると「拒絶理

由通知書」と呼ばれる書類が特許庁から送ら

れてくる。この段階でも、まだ起死回生のチ

ャンスは残されているのだ。

「審査を通らなかった理由次第では、出願

の内容を手直しし、『補正書』を提出するこ

とで登録が認められることがあります。また

特許庁の判断に異論がある場合は、『意見書』

を提出することで再審査を要求することも可

能です」

たとえドメイン名などのグレーゾーン的

な商標であっても、過去に同種のドメイン

名が商標として登録された事実を指摘すれ

ば、特許庁の再考を促すことができるのだ

という。基本的に、弁理士が商標登録の出

願手続きをしたからといって審査にパスす

る確率が高くなるワケではないが、審査に

落ちた場合でも「補正書・意見書」による

一発逆転に期待できるというワケだ。（もち

ろん、意見書を出しても登録される見込み

がない場合は、はじめから相談者には商標

登録を勧めないとのこと）

S O H Oオーナーが自分で出願手続きを行っ

た場合、きちんとした「補正書・意見書」を

作成することすら難しいだろう。最出願とも

なれば、改めて印紙代や出願書類作成の手間

がかかってしまう。

S O HOに馴染み深い「. C O M」は取得難？

01

審　　理

特許庁の審査に不満があれば、審理を要
求できる

10

拒絶理由通知書

審査にパスしなかった場合は、その理由
を通知する書類が送られてくる

07
意見書・補正書

出願内容に誤りがあった場合は、簡単な
補正で審査をパスできることがある。ま
た拒絶理由によっては、意見書を提出し
て再検討を依頼できる

08

拒絶審査

意見書・補正書を提出しても、出願が認
められないケースがある

09

方式審査

書類の書式が誤っていないか、記入漏れ
がないかなどのチェック

02
公開広報

方式審査にクリアする
と、特許庁の広報に出
願情報が公開される

03

登録異議申立

他社の登録内容に異議
がある場合は、異議申
立をおこない審理を受
けることができる

06

審　　査

特許庁の担当者が審査を行う04

設定登録

審査にパスしたら、商標として正式に登
録される

05

特許庁の審査に不満があれば、審理を要
求できる

※登録異議申立は商標
登録から2ヶ月間



事前に知っておきたい

商標登録を成功させるためのポイント！
ここでは、実際に商標登録を行ううえで、覚えておきたいポイントを見ていくことにしよう。

●S O H Oといえど、商標トラブ
ルは無縁ではない。たとえ自
分で考えたショップ名であっ
ても、すでに他社が商標とし
て登録している可能性がある
ためだ。実際に、大手企業か
ら商標侵害で警告を受けた
S O H Oのケースも報告されて
いる。新たなショップ名やブ
ランド名を付ける場合には、
特許庁のホームページなどで、
類似の商標が登録されていな
いか事前に調査すべきだろう。

●ショップのブランドや商号が
大事ならば、やはり商標登録
は不可欠。商標登録の手続き
は、ほとんどが電子化されて
おり、まったくの素人でも出
願は難しくない。ただし、確
実に審査をパスしたいならば、
弁理士に相談すべきだろう。

調査員　カセイ・ドル

トコトン調査レポート

徹底にテ
ク

敷居の高そうな弁理士だが
メールや電話で依頼可能

弁理士に依頼するもう一つのメリットは、

無駄な出願を防げるということだ。

「自分で商標を出願する場合、普通名称をそ

のまま登録しようとして審査に落ちるケース

が多いようです」

とのことだが、弁理士に相談すれば商標変

更などのアドバイスを事前に受けることがで

きる。また弁理士に商標調査を依頼しておけ

ば、すでに類似の商号が登録されていた……

などというトラブルもなくなるだろう。

ちなみに、あくまでケースバイケースだ

が、田中氏の事務所では1件の商標登録につ

き、出願手数料3万円＋成功謝金3万円の合

計6万円で受け付けているという。出願依頼

はメールや電話だけで済み、事務所に足を運

ぶ必要もない。弁理士に依頼するといって

も、決して敷居は高くないのだ。

なお、弁理士の報酬に特別な規定はなく、

実際の報酬額も弁理士によってまちまち。最

近では田中氏のように、S O H Oを対象とした

低価格な商標登録サービスを提供している弁

理士も増えてきたため、まずは電話で見積も

りを取るといいだろう。

「弁理士事務所によっても、特許や商標など

さまざまな専門があるため、なるべくなら商

標に強い事務所を選択すべきです。相談の際

の便利さを重視するならば、近くの事務所を

インターネットなどで検索してみるといいで

しょう」（前出、古関氏）

もっとも、いかに商標登録が手軽にできる

といっても、S O H Oレベルで何件もの商標を

登録するのはあまり現実的ではない。まずは

商号やドメイン名など、ショップの核となる

商標の確保を目指すべきだ。競合他社を牽制

したり、類似商号による新規参入を防ぐとい

う目的がなくとも、ショップのブランドを守

る効果は充分に期待できるはずだ。

少なくとも、阪神球団のようにまったくの

他人に商標を登録されて、右往左往する事態

にはならないだろう。

ショップロゴやそれぞれの商品のブランド

名、イメージキャラクターなどは、経営に余裕

が出てきてから出願しても遅くはないのだ。
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［一覧表示］ボタンを押す。 それぞれの商標について知りたい場合
は、［出願／登録番号］をクリックする。

特許庁のホームページで事前確認 商標登録のアレコレ

●登録されにくい商標とは?

一般名詞を組み合わせたもの
や、ドメイン名などについて
は商標として登録されにくい。

●同じ商標でも登録される
場合とされない場合がある?

審査の担当官によって、審査
基準には微妙な差がある。い
ったん審査に落ちても、意見
書の書き方によって登録され
ることがある。 ※印のついている項目が、弁理士

に依頼した際に発生する費用。価
格は、あくまで一般的な例。●登録は自分でやった方が

おトク?

一般的に、商標登録にかかる
費用は以下のとおり。

「自分で手続きをする自信がなけ
れば、やはり弁理士に相談する
のが一番ですね」と語る、秀友
特許商標事務所の田中秀晴氏

●出願前にかかる費用
※調査費用　 3万円

●出願時にかかる費用
印紙代　 2万1 0 0 0円
※出願手数料　 6万円

●登録時にかかる費用
（1 0年分）
印紙代　　 6万6 0 0 0円
登録手数料　　 1万円
※成功謝金 4万5 0 0 0円

キーワードを全角文字で入力し、［検
索実行］ボタンを押す。

1 2

3 4

特許庁の初心者向け検索ページ（h t t p :
/ / w w w 2 . i p d l . j p o . g o . j p / B E 0/）を開き、

［商標を検索する］ボタンをクリックする。


